
　

議
員
提
出
議
案

●
議
会
改
革
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

　

平
成
26
年
5
月
に
提
出
さ
れ
た
「
袋
井
市
議
会
基
本
条
例
（
素
案
）
」
に
規
定
さ

れ
て
い
る
条
項
の
運
用
の
策
定
及
び
そ
の
他
議
会
改
革
の
取
り
組
み
を
推
進
す
る
た

め
設
置
し
ま
し
た
。
（
定
数
10
人
）

●
ま
ち
づ
く
り
対
策
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

　

企
業
誘
致
及
び
産
業
振
興
に
つ
い
て
調
査
・
研
究
並
び
に
政
策
提
言
を
行
う
た
め

設
置
し
ま
し
た
。
（
定
数
10
人
）

●
防
災
対
策
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

　

袋
井
市
地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
に
伴
っ
た
防
災
施
設
の
整
備
及
び
各
種
計
画
等
に

対
す
る
調
査
・
研
究
並
び
に
政
策
提
言
を
行
う
た
め
設
置
し
ま
し
た
。
（
定
数
20
人
）

●
袋
井
市
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

議
会
改
革
の
推
進
及
び
議
会
審
議
の
充
実
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
次
期
改

選
期
で
あ
る
平
成
29
年
4
月
以
降
、
常
任
委
員
及
び
議
会
運
営
委
員
の
任
期
を
こ
れ

ま
で
の
1
年
か
ら
2
年
に
変
更
す
る
も
の
で
す
。

議会改革特別委員会
◎委員長　戸塚　文彦　○副委員長　田中　克周

　委　員　寺井　紗知子　委　員　村松　尚

　委　員　高橋　美博　　委　員　寺田　守

　委　員　岡本　幹男　　委　員　戸塚　哲夫

　委　員　鈴木　弘睦　　委　員　秋田　稔

まちづくり対策特別委員会
◎委員長　大庭　通嘉　○副委員長　大石　重樹

　委　員　廣岡　英一　　委　員　永田　勝美

　委　員　髙木　清隆　　委　員　大場　正昭

　委　員　山田　貴子　　委　員　沼上　賢次

　委　員　伊藤　謙一　　委　員　兼子　春治

防災対策特別委員会
◎委員長　永田　勝美　○副委員長　岡本　幹男
　委　員　（正副委員長を除く全議員）

●
意
見
書
（
要
旨
）

◎
労
働
者
保
護
ル
ー
ル
の
見
直
し
に
関
す
る
意
見
書

　

我
が
国
の
労
働
者
は
、
そ
の
大
多
数
が
雇
用
関
係
の
も
と
で
働
い
て
い

る
。
こ
の
雇
用
労
働
者
が
安
定
的
な
雇
用
の
も
と
で
安
心
し
て
働
く
こ
と

の
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
、
デ
フ
レ
か
ら
の
脱
却
、
ひ
い
て
は

日
本
経
済
・
社
会
の
持
続
的
な
成
長
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
。

　

労
働
者
が
安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
次
の
よ
う
に
要
望
す
る
。

1　

「
解
雇
の
金
銭
解
決
制
度
」
及
び
「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン

プ
シ
ョ
ン
（
労
働
時
間
規
制
適
用
免
除
制
度
）
」
の
導
入
や
、
「
限
定

正
社
員
」
制
度
の
普
及
な
ど
は
、
慎
重
に
対
応
す
る
こ
と
。

2　

雇
用
・
労
働
政
策
に
係
る
議
論
は
、
I
L
O
の
三
者
構
成
原
則
（
労

働
者
代
表
、
使
用
者
代
表
、
公
益
代
表
）
に
の
っ
と
っ
て
行
う
こ
と
。

衆
・
参
両
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
再
生
担
当
大
臣
、

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
規
制
改
革
）
あ
て

◎
「
手
話
言
語
法
」
制
定
を
求
め
る
意
見
書

　

手
話
と
は
、
手
指
の
動
き
や
表
情
を
使
っ
て
思
考
と
意
思
疎
通
を
行
う

視
覚
言
語
で
あ
り
、
独
自
の
語ご

彙い

や
文
法
体
系
を
持
つ
日
本
語
と
対
等
の

言
語
で
あ
る
と
と
も
に
、
聴
覚
障
害
者
に
と
っ
て
大
切
な
情
報
獲
得
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
で
あ
る
。
平
成
23
年
に
障
害
者
基
本
法
が
改

正
さ
れ
、
手
話
が
言
語
で
あ
る
こ
と
が
法
的
に
認
め
ら
れ
た
。
国
に
お
い

て
は
、
手
話
を
使
っ
た
情
報
の
提
供
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
保
障
さ

れ
、
自
由
に
手
話
が
使
え
る
社
会
環
境
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
、
早
期

に
「
手
話
言
語
法
」
を
制
定
す
る
よ
う
要
望
す
る
。

衆
・
参
両
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
あ
て

3 市議会だより


